


                                          

オープンカウンター方式についての注意事項 

１ オープンカウンター方式とは，見積合わせにおいて，見積りの相手方を特定せず，見

積合わせへの参加を希望する業者からの見積書提出により，受注者を決定する方式で

す。 

見積合わせへの参加を希望する場合は，所定の様式により指定の期日まで見積書を

提出してください。 

２ 見積合わせへ参加する際は，「オープンカウンター方式実施要領」を遵守してくださ

い。 

３ 宮城県が定める入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）別表各号の

規定のいずれかに該当するときは，見積合わせに参加することはできません。見積合わ

せに参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行

為も，見積合わせに参加しようとする者の行為とみなします。 

また，契約の履行期間中に同要綱別表各号の規定のいずれかに該当すると認められ

たときは，契約を解除することができるものとします。 

４ 事業所の所在地条件 

本調達の対象業者は，宮城県内に本社若しくは本店又は登録を受けた支店若しくは営

業所を有するものに限定しています。 

したがって，この条件を満たさない業者の見積もりは，無効とします。 

５ 契約金額は，見積書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨

てた金額。以下同じ。）としますので，見積者は，消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額から消費税及び

地方消費税に相当する金額を控除した金額を見積書に記載して下さい。 

６ 特に定めのない限り，見積もりする物品は宮城県グリーン購入の推進に関する基本

方針（平成１８年１２月２１日策定）及び平成２７年度宮城県グリーン購入の推進に関

する計画に適合した物品でなければなりません。 

７ 基準品以外での見積もりを希望する場合は，本仕様を公開した日から起算して休日

等を除き３日以内に希望製品の同等品申請を行い，承認を得なければなりません。ただ

し，他の業者が承認を得た同等品により，見積もりをする場合は同等品の申請は不要で

す。 

８ 仕様等について不明な点がある場合は，所定の様式により質問書を提出し確認をし

てください。 

同等品により見積書を提出する場合も同様としますが，見積もった物品が仕様と異

なっていた場合の責任は，原則見積者が負うこととなります。 

９ 当日の開札状況により開札予定時間がずれることがあるため，開札への立ち会いは

原則認めません。 



10 最低価格が予定価格に達しなかった場合は原則不調とし，１者随意契約見積合わせ

に移行します。 

11 その他 

この見積合わせ及び契約に必要な様式については，建設センターのホームページ（アド

レス http://www.m-ctc.com/）からダウンロードできます。 
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